
市町村別　令和7年度　小型合併浄化槽補助金概要
市 町 村 名 担 当 課 補 助 金 予  定  枠

交付人槽 5人槽 そ  の  他

牧 之 原 市 199,000

332,000

御 前 崎 市 下 水 道 課 700,000

332000

144,000

531,000

吉 田 町
上 下 水 道

課
5～10 269,000 有り

5～10 177,000

5～10 332,000

島 田 市 下 水 道 課 150,000

332,000

焼 津 市 200,000

450,000

200,000 　　　（宅内配管分）

藤 枝 市 下 水 道 課
生 活 排 水 係 200,000 無し

332,000

改造の場合　　宅内配管補助　300,000円 ※改造の受付は10月末で終了予定、事前に要相談

掛 川 市 下水道整備 332,000

422,000

300,000

袋 井 市 下 水 道 課 332,000 低炭素社会対応

703,000 ブロワ消費電力注意

磐 田 市 下 水 道 課

森 町 生活環境課 332,000 新築 完成検査

414,000 有り

無し 完成検査

780,000 有り

5～10 無し 新築・増築に伴う浄化槽の設置

①単独・汲
み取りから
の設置替え

住宅等　(共同住宅・兼用住宅含む)　 完成検査

高度処理槽
環境配慮型浄
化槽　ブロワ消
費電力注意

5人槽 332,000 ※過去に補助金を受けたことがある方も対象となります。

7人槽 414,000 ※戸建て借家・共同住宅も補助金の対象です。

10～50
人槽

548,000

明記されている電話番号は市町村によって、代表番号のものもあります。

市町村によっては４/１以降の人事異動により担当者が異なる場合があります。

条件により、市町村によって補助金額が異なる場合があります。担当窓口にてご確認ください。

　　　

新 築

5～10
548,000

414,000

548,000

（０５４８）５３－２６０９　ニシオさん

下水道区域でも補助金が出る場合 220,000 292,000 ※２

200,000

有り

5～10 414,000

5～１0

200,000

200,000

200,000

200,000

新 築

1,272,000

※上限金額です。548,000

改造（建物の建替えを伴わない単独）

改造（建物の建替えを伴わない単独、汲み取り）

無し

有り

新 築

改造（建物の建替えを伴わない単独）

1,261,000
新 築・増改築

150,000

335,000

183,000

150,000

444,000

（０５４）６２８－７４０８ 　　

735,000

新　築

新 築・増改築

1,400,000

新 築

（０５３７）３５－０９３３　鈴木さん

下　水　道　課

450,000

7人槽 10人槽

548000

548,000

改造の場合　（撤去費・単独浄化槽　90,000円　汲み取り90,000円）　宅内配管補助　300,000円　

900,000

903,000

上記以外の地区

548,000

548,000414,000

改造の場合　（撤去費・単独浄化槽　120,000円　汲み取り90,000円）　宅内配管補助　300,000円　

新 築

用途区域内
下水道認可

区域外

用途区域外

新 築・増改築

改造（建物の建替えを伴わない単独・汲み取り）

450,000

300,000

（０５４８）３３－１１００　

414000

（０５３７）２１－１１７０　鳥井さん 504,000

414,000

5～10

菊　　川　　市

環 境 管 理
セ ン タ ー

（０５４）６４４－８１８６　

　　　（宅内配管分）300,000

638,000

無し

200,000

5～10

414,000

414,000

414,000

　　　　宅内配管分で補助金が出る場合は施工前・施工中（配管を埋める前）・完了の写真が必要になります。

（０５３８）５８－３０８６　　
有り

300,000 848,000

684,000

548,000

電 話 番 号 及 び 担 当 者

相良庁舎
環境課

5～10
御前崎・白羽地区

立会い

有り※１

補 助 金 額

設置替え　新たに宅内配管工事費及び単独槽撤去費を補助
　　　　　　 建築確認を伴わない単独・汲み取り便槽からの付け替え

328,000

630,000

有り

248,000

243,000
有り

改造（建物の建替えを伴わない単独・くみ取り）
※上限金額です。

改造（建物の建替えを伴わない単独・くみ取り）

851,000

（０５３７）８５－１１２６　花枝さん

※３　市町村によっては、併用住宅でも住居スペースの割合で補助が出ることもありますので、役所へ相談して下さい。

※２　吉田町では、下水道計画区域内でも、補助金が出る場合がある為、都度役所へ相談して下さい。

改造（建物の建替えを伴わない単独、汲み取り）（宅内配管含む）

改造（建物の建替えを伴わない単独）

※１　御前崎市では、旧浜岡地区について下水道計画区域内でも、補助金が出る場合がある為、都度役所へ相談して下さい。

300,000

①+②
補助金限度額

300,000

882,000

516,000

無し

（０５３８）２３－９２１９　　

改造の場合（撤去費・単独浄化槽　120,000円　汲み取り90,000円）　宅内配管補助　300,000円　雨水貯留槽への再利用90,000円　

無し

332,000

環課センター湖　西　市

※上限金額です。
414,000 548,000

※４　空白の市町村については、補助金額が決定していない為、都度役所へご確認ください。

※７　牧之原市については既設単独撤去工事と単独から合併への設置替えの宅内配管にも補助が出ることがあります。

　　　　新築時も設備士を入れて既設単独撤去前、撤去中、撤去後の写真が必要です。

新 築

株式会社　北陽

5～10

浜松市　全区

※５　改造の場合工事写真に単独撤去前、撤去状況、撤去後の写真が必要になります。

（０５３８）８５－６３１４　

②宅内配管費

問い合わせは、各区役所

1,005,000

632,000

714,000

有り

5～10

新築・増築に伴う浄化槽の設置

有り5～10島田市クリーンセンター
（０５４７）45－3358 改造の場合　単独浄化槽・汲み取り便槽撤去費(全撤去のみ)　90,000円　　宅内配管補助　300,000円

5～10

改造（建物の建替えを伴わない単独・汲み取り）

902,000

改造（建物の建替えを伴わない単独・汲み取り）（建築確認を共わない）


